
計画段階環境配慮書手続 入 つい  
 

 計画段階環境配慮書手続  

 

 

 

 
 

参考 改正後 環境影響評価法 け 手続 流  

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画段階環境配慮書 具体的 内容 

複数案 設定 

事業 置・規模 又 建造物等 構造・配置 関 複数案を設定 こ を基

複数案を設定 い場合 理 を明記  

調査 予測 評価 

 配慮事項 選定： 大 影響を け そ あ 環境要素を選定 

 調査：原則 既存資料 環境要素や自然的・社会的 状況を調査 

 予測：事業 影響を 能 限 定 的 測 

 評価：複数案 け 大 環境影響 比較整理 評価 

       単一案 場合 そ 計 大 環境影響 回避・ 減を図 い 評価  

評価 イメ ジ  
 
 
 
 
  

道路 ト複数案  
 
 
 
 
 
 

廃棄物焼却施設 位置複数案  

 

 各都道府県 政令市 状況 住「【.】 環境省調査  

都道府県 状況 

区 分 都道府県数 備   考 

 
 入 済  

条例：北海道 茨城 東京 福井 愛知 滋賀 京都 兵庫 奈良 鳥
島根 山 香 福岡 賀 長崎 大分 沖縄 

要綱：埼玉 千葉 静岡  

入予定   条例：熊 。住「8.4.1) 

 入   

検討中  
福島 栃木 群馬 新潟 富山 石 山梨 長 和歌山 岡山 広島
徳島 宮崎 鹿児島 

入し い予定  青森 岩手 宮城 秋 山形 神奈 岐阜 大阪 愛媛 高知 

計   

評価指標 評価 視点 案 案 案 
被影響対象ま
距離 

近接す 住居 対す
隔離距離 大 いこ  

20ｍ 40ｍ 80ｍ 

被影響対象  
数や量 

影響範囲内 あ 住居
戸数 少 いこ  

300 戸 100 戸 500 戸 

被影響対象
騒音 ベ  

近接す 住居 け  
騒音 ベ さいこ  

【2dB 59dB 5】dB 

重要種 対す
影響 

影響を受け 重要種 数
少 いこ  

影響  影響大 影響中 

主要 眺望景観
対す 影響 

主要 眺望点 ら 眺望
景観 変化 少 いこ  

変化 し 
1 箇所
変化 

3箇所
変化 

資料  

配慮書手続き 方法書手続き 準備書手続き 評価書手続き

意見を踏まえ準備書の
内容を修正し公表

住民・知事・関係市 村長からの意見

事
業
者

事
業
の
構
想

事業の位置、規模等の
計 段階での環境配慮
事項の検討

環境アセスメントの
項目手法の選定

環境アセスメントの
結果公表

事業計 柔軟 変更 能 あ 早期 段階 い 事業 置 規模等 関 複数案

い 環境影響 比較検討を行う 計 段階環境配慮書 を作成・公表 意見聴 を行うこ

事業実施 大 環境影響を回避・ 減 手続 あ 環境影響評価法 改正

成 「5 ４月 日 入さ た  



政令市 状況 

区 分 政令市数 備   考 

 
 入 済  

条例： 幌市 横浜市 崎市 新潟市 名 屋市 京都市 堺市  
神戸市 北九 市 福岡市 

要綱：千葉市 広島市 

入予定   条例：相模原市。住「】.】.1) 

 入   

検討中   市 さいたま市 

入し い予定   大阪市 吹 市 尼崎市 

計   
 

※ 入し い予定 した 14 自治体 11 府県 政令市 理由 

入し い理由 自治体数 

法対象事業 規模 さく 環境影響 さい条例対象事業 対 配慮書手続
を課 こ 時間的・経済的 過度 負担 た  

 

技術指針 い 事業計 段階 け 複数案 検討や環境配慮を実施 そ
内容を方法書 記載 う求 い た  

 

法対象事業や他自治体 け 事例 け 実効性を検証 た 検討 た   

 

 配慮書手続 入 係 効果 課題 

効  果 課  題 

事業計 柔軟 変更 能 あ 早期
段階 い 環境影響 比較検討を行うこ

大 環境影響 回避・ 減を図 こ
 

法対象事業 規模 さく 環境影響 さい条

例対象事業 対 配慮書手続を課 こ 時間

的・経済的 過度 負担を強い こ  

配慮書段階 把握 た環境情報や環境影響

検討結果を 方法書 降 手続 活用

こ  

公共事業 計 決定 い 社会的・経済的要
因 様々 条件を考慮 た 地元 合意形成

さ た 環境影響を主眼 た最適地 必
一致 い 能性 あ  

事業 早期 段階 民へ 情報提供等
を行うこ 信頼性・透明性 向 を図

こ  

条例 自 競 あ 民間事業 対象 い
こ 計 段階 事業計 公表 ま
い場合 あ  

 

 配慮書手続を 入す 場合 主 検討事項 

計画段階環境配慮書 作成 

   法 計 段階環境配慮書 作成を 第 種事業 義務 第 種事業 任意 い

配慮書手続を 入済 他 都道府県・政 市 状況を参考 こ 扱いを検討 必要 あ  

また 配慮書手続を実施 た法第 種事業 対 配慮書作成 係 条例 規定 適用

い 検討 必要 あ  

 

 

 

 

配慮書 対す 知事等 意見 

   法 県・市 村・ 民 配慮書 対 環境保全 見地 意見 聴 を事業者 努

力規定 い 配慮書手続を 入済 他 都道府県・政 市 状況を参考 こ 扱い

を検討 必要 あ  

 

 

 

 

・ 計 段階環境配慮書 作成 第 種義務 都道府県：14/「「 政 市： 重/1」  

第 種義務 都道府県： 0/5  政 市： 1/「  

・ 配慮書を作成 い法第 種事業へ 条例 義務 け 都道府県：1「/「「 政 市：10/1」  

・ 知事 政 市長 意見 提出 必須 都道府県： 重/「「 政 市： 1」/1」  

・ 意見を提出 際 審査会へ 意見聴 必須 都道府県：1】/「「 政 市： 重/1」  

・ 関係市 村長へ 意見聴 必須 都道府県：15/「「  

・ 民意見 聴 必須又 事業者 義務 都道府県： 重/「「 政 市：1「/1」  


